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証券コード 6022
2026年６月４日

（電子提供措置の開始日2026年６月３日）
株 主 各 位

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

代表取締役社長 阪 口 勝 彦

第128期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、当社第128期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイ

トに「第128期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。
当社ウェブサイト
（https://www.akasaka-diesel.jp/ir_info/financial_information/）
また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。
東証上場会社情報サービス
（https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show）
上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦

覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、ご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電
子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示いただき、2026年６月25日（木曜日）午後５時までに到着するようご返送く
ださいますようお願い申し上げます。

敬 具
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記

1．日 時 2026年６月26日（金曜日）午前10時
2．場 所 静岡県焼津市柳新屋670番地の６

当社センタービル ３階 会議室（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3．目 的 事 項

報 告 事 項 第128期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告及び計算書類
報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金処分の件
第２号議案 取締役８名選任の件

以 上
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上
げます。

◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて
いただきます。

◎書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第19条第２項の規定に基づき、事業
報告の「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況」、「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個
別注記表」を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査
人が監査した書類の一部であります。

◎書面交付請求されていない株主様には、株主総会参考書類も併せてご送付しております。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきま
す。
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株主総会参考書類
議案および参考事項
第１号議案 剰余金処分の件
剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
期末配当に関する事項
当社は株主に対する安定配当の継続を基本方針とし、業績及び経営環境等を総合的に勘案した

配当の実施を考えております。
第128期の期末配当につきましては、上記の方針を踏まえたうえで、当期の業績と経営体質の

強化及び今後の事業展開等を勘案し、下記のとおりといたしたいと存じます。
① 配当財産の種類

金銭といたします。
② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金30円 配当総額 40,931,970円
③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年６月29日
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第２号議案 取締役８名選任の件
取締役全員（８名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役８名の選任

をお願いするものであります。
取締役候補者は次のとおりであります。
候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

１

（再任）

阪
さか

口
ぐち

勝
かつ

彦
ひこ

（1959年６月21日生）

1985年４月 三菱重工業株式会社神戸造船所入社
2013年４月 同社原動機事業本部舶用機械・エンジ

ン事業部舶用ディーゼル部主管技師
2013年10月 三菱重工舶用機械エンジン株式会社舶

用エンジン事業部副事業部長
2014年10月 当社に移籍、営業本部長付部長
2015年７月 当社執行役員製品本部副本部長兼サー

ビスグループリーダー
2016年６月 当社取締役執行役員製品本部長
2018年６月 当社常務取締役執行役員技術本部長
2021年６月 当社常務取締役執行役員技術製造本部

長
2023年４月 当社代表取締役社長（現任）

300株

（選任理由）

阪口勝彦氏は2サイクル機関の開発で培った幅広い知識を有しております。
2016年からは当社取締役執行役員として業務し、2023年からは当社代表
取締役として当社の経営を取りまとめております。業務執行統括者として、
保有する経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、取締役会
の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待でき、当社の持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、引き続き取締役候
補者といたします。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

２

（再任）

塚
つか

本
もと

義
よし

之
ゆき

（1961年１月16日生）

1983年４月 株式会社静岡銀行入行
2013年４月 同行菊川支店長
2014年７月 当社に出向、総務本部長付部長
2015年７月 当社執行役員総務本部副本部長経理担

当
2016年６月 当社取締役執行役員総務本部長
2018年６月 当社常務取締役執行役員総務本部長
2023年 4 月 当社代表取締役専務執行役員総務本部

長
2023年７月 当社代表取締役専務執行役員管理本部

長（現任）

300株

（選任理由）

塚本義之氏は金融機関従事で培った幅広い知識を有しております。2016
年からは当社取締役執行役員として業務し、2023年からは当社代表取締
役として当社の経営及び総務経理部門を取りまとめております。担当業務
の執行者として、保有する経験や知見を当社取締役会において活かすこと
により、取締役会の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待でき、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、
引き続き取締役候補者といたします。

３

（再任）
わた せ まもる

渡 瀬 守
（1962年４月18日生）

1985年10月 当社入社
2012年７月 当社技術グループ部長
2016年７月 当社執行役員製品本部副本部長
2018年６月 当社取締役執行役員製造本部長
2021年６月 当社取締役執行役員品質保証本部長
2023年４月 当社常務取締役執行役員品質保証本部

長（現任）

200株

（選任理由）

渡瀬守氏は当社入社以後、主に技術部門に携わり、2018年からは当社取
締役執行役員として業務し、2023年からは当社常務取締役執行役員とし
て当社の経営及び品質保証部門を取りまとめております。担当業務の執行
者として、保有する経験や知見を当社取締役会において活かすことにより、
取締役会の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待でき、当社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、引き続き
取締役候補者といたします。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

４

（再任）

斉
さい

藤
とう

隆
たか

夫
お

（1965年11月13日生）

1984年４月 当社入社
2016年７月 当社営業部部長
2018年７月 当社執行役員営業本部副本部長
2022年６月 当社取締役執行役員営業本部長（現任）

200株

（選任理由）

斉藤隆夫氏は当社入社以後、主に営業部門に携わり、2022年からは当社
取締役執行役員として当社の営業部門を取りまとめております。担当業務
の執行者として、保有する経験や知見を当社取締役会において活かすこと
により、取締役会の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待でき、当
社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、
引き続き取締役候補者といたします。

５

（再任）
くろ だ とおる

黒 田 透
（1968年３月４日生）

2009年７月 当社入社
2022年７月 当社執行役員技術部副本部長
2023年４月 当社執行役員技術本部長
2024年６月 当社取締役執行役員技術本部長（現任）

300株

（選任理由）

黒田透氏は当社入社以後、主に技術部門に携わり、2024年からは当社取
締役執行役員として当社の技術部門を取りまとめております。担当業務の
執行者として、保有する経験や知見を当社取締役会において活かすことに
より、取締役会の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待でき、当社
の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断したため、引
き続き取締役候補者といたします。

６

（再任）

赤
あか

阪
さか

治
はる

恒
ひさ

（1971年９月27日生）

2001年４月 当社入社
2009年７月 当社製造本部本部長付
2010年１月 当社技術本部本部長付
2010年６月 当社取締役営業部長
2014年６月 当社常務取締役営業管掌
2016年６月 当社代表取締役社長
2019年７月 当社取締役（現任）
2019年７月 駿南鐵工株式会社代表取締役
2023年10月 同社取締役

46,107株

（選任理由）

赤阪治恒氏は当社事業・業務に関する経験と取締役として会社経営に関す
る知見を有しております。これらの経験と知見を当社取締役会において活
かすことにより、取締役会の意思決定機関や監督機能の実効性向上が期待
でき、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断し
たため、引き続き取締役候補者といたします。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

７

（再任・社外）

西
にし

村
むら

やす子
（1968年６月４日生）

1997年５月 西村司法書士事務所開業
2008年１月 司法書士法人つかさ設立代表社員（現

任）
2013年４月 一般社団法人日本中小企業経営支援専

門家協会理事兼静岡県支部長
2014年12月 株式会社CREASTYLE 設立代表取締役

（現任）
2015年７月 株式会社CREAFARM設立代表取締役

（現任）
2016年６月 当社社外取締役（現任）
2018年２月 株式会社ふじのくに物産設立代表取締

役（現任）
2024年６月 伊藤ハム米久ホールディングス株式会

社社外取締役
2025年６月 同社社外取締役（監査等委員）（現任）
（重要な兼職の状況）
司法書士法人つかさ代表社員
株式会社CREASTYLE代表取締役
株式会社CREAFARM代表取締役
株式会社ふじのくに物産代表取締役
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役（監
査等委員）

―株

（選任理由）

西村やす子氏は経営コンサルタント、法務コンサルタントとして静岡経済
界に幅広いネットワークがあり、自らも起業した豊富な経験や知見を有し
ております。社外取締役として取締役会において有益なご意見や率直なご
指摘をいただくことにより、当社経営全般の監督を期待しております。ま
た、同氏を選任することが、取締役会の経営意思決定の健全性・適切性の
確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値
の向上に資すると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたします。
また、当社は同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員と
して指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（重要な兼職の状況）

所有する当社
株 式 の 数

８

（再任・社外）

野
の

末
ずえ

寿
じゅ

一
いち

（1960年８月15日生）

1987年４月 弁護士登録
1990年12月 加藤法律特許事務所（現静岡のぞみ法

律特許事務所）入所（現任）
1996年３月 米国ニューヨーク州弁護士登録
1996年10月 弁理士登録
2005年４月 株式会社ミスミグループ本社社外監査

役
2015年３月 静岡ガス株式会社社外取締役
2015年６月 レック株式会社社外取締役（監査等委

員）（現任）
2018年６月 当社社外取締役（現任）
2023年３月 相川鉄工株式会社社外取締役（現任）
2024年６月 静岡鉄道株式会社社外監査役（現任）
（重要な兼職の状況）
静岡のぞみ法律特許事務所 所長弁護士
レック株式会社社外取締役（監査等委員）
相川鉄工株式会社社外取締役
静岡鉄道株式会社社外監査役

―株

（選任理由）

野末寿一氏は弁護士として企業法務の分野に関して法令及びリスク管理等
に係る豊富な業務経験から高度な法的専門性、幅広い視野及び高い知見を
有しております。社外取締役として取締役会において有益なご意見や率直
なご指摘をいただくことにより、当社経営全般の監督を期待しております。
また、同氏を選任することが、取締役会の経営意思決定の健全性・適切性
の確保と透明性の向上に繋がり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価
値の向上に資すると判断したため、引き続き社外取締役候補者といたしま
す。
また、当社は同氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員と
して指定し、株式会社東京証券取引所に届け出ております。
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(注)１ 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２ 西村やす子氏及び野末寿一氏は社外取締役候補者であります。

なお、西村やす子氏及び野末寿一氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。
西村やす子氏及び野末寿一氏は、現に東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出てお
り、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定です。

３ 西村やす子氏及び野末寿一氏は当社又は当社の関係会社の業務執行者又は役員であったことはありま
せん。

４ 西村やす子氏及び野末寿一氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10
年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。

５ 西村やす子氏及び野末寿一氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受け
る予定はなく、また過去２年間に受けていたこともありません。

６ 西村やす子氏及び野末寿一氏は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三
親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

７ 西村やす子氏及び野末寿一氏が選任された場合、当社は会社法第427条第１項の規定に基づき、同氏
との間で同法第423条第１項に定める損害賠償責任に関し法令で定める最低責任限度額を限度とする
責任限定契約を継続する予定であります。

８ 西村やす子氏及び野末寿一氏は、現に当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終
結の時をもってそれぞれ以下のとおりであります。
西 村 やす子氏 10年
野 末 寿 一氏 ８年

９ 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員と
しての業務に起因して損害賠償請求がなされた場合に、法律上の損害賠償責任を負うことによって被
る役員の損害（損害賠償金や和解金、弁護士費用等の争訟費用）、及び「言いがかり訴訟」や「いや
がらせ訴訟」に巻き込まれ、法律上の損害賠償責任が発生しない場合にも、防衛のために要した争訟
費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含
められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上
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事 業 報 告

[2025年４月１日から ]2026年３月31日まで

1．会社の現況に関する事項
（1）当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果
当事業年度における我が国経済は、緩やかな回復基調を維持したものの、中東情勢の緊

迫化を背景とした原油価格の高騰や円安の進行、これに伴うエネルギー価格の上昇などに
より、先行き不透明な状況が続きました。
海運造船業界においては、地政学的リスクの長期化や資源・エネルギー価格の高止まり

など不確実性が継続する一方で、円安基調を背景に国際海運分野では大型船を中心に堅調
な建造需要が維持されました。また、近海船建造を担う造船所においても新造船の商談は
活発に推移しており、当社の主要顧客が多い内航海運分野においては、鋼材価格や資機材
価格の上昇、物流コストの増加等により船価が高水準で推移するなか、船舶の老朽化進行
や環境規制強化への対応ニーズを背景として、新造船の引き合いは回復基調となりまし
た。さらに、海外案件についても、アジア地域を中心に引き合いは増加傾向となりまし
た。
このような事業環境のもと、当社は海運造船業界における環境規制への対応を重視し、

脱炭素社会の実現に向けた研究開発活動を推進するとともに、潤滑油清浄装置事業および
BDF（バイオディーゼル燃料）製造販売事業など新規事業の拡大に注力しました。また、
国内外における受注活動を積極的に展開し、事業基盤の強化と収益力の向上に努めてまい
りました。
当事業年度における業績は、陸上部門の売上が計画を下回ったものの、舶用内燃機関及

び部分品・修理工事の売上は増加した結果、売上高8,333百万円（前期比6.2％増）とな
りました。一方、収益面につきましては、社内のコストダウンに取り組んだものの、原材
料価格や購入品価格の上昇に加え、各種経費の値上がりが大きく、内燃機関の販売価格に
これらのコスト上昇分を十分に転嫁しきれなかったことから原価率は大幅に悪化する結果
となりました。また、低燃費型新機種製造に向けた木型等製作により、減価償却費が89
百万円増加したことも当事業年度の収益に影響を及ぼしております。
その結果、営業損失188百万円（前期 営業利益19百万円）、経常利益9百万円（前期

比84.0％減）となりました。また、保有株式の一部売却により特別利益として215百万
円を計上したことから、当期純利益186百万円（前期比389.3％増）となりました。
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次に、当事業年度の部門別売上高につきましては、下記のとおりであります。
○ 舶用部門のうち主機関は、前期に比べ金額の大きい２サイクル機関が増加した結果、

当事業年度の売上高は25億37百万円（前期比38.9％増）となりました。
部分品及び修理工事並びに舶用関連機器は、原材料等の仕入価格上昇分を部品価格に
一部転嫁しましたが、売上高45億45百万円（前期比1.0％増）に留まりました。

○ その他事業部門は、従前からの機械加工の仕事量が減少する中、新たな案件も具体化
しなかったことから、鋳造品は６億93百万円（前期比3.1％増）、産業機械等加工組
立工事は４億86百万円（前期比37.3％減）となりその他事業部門全体の売上高は11
億82百万円（前期比18.4％減）と2期連続で前期比減となりました。

来期の事業環境につきましては、主機関分野における引合いは一定水準を維持し、回復
の動きが見られることから、引き続き積極的な受注活動を展開してまいります。一方で、
資機材価格の高止まりや調達コストの上昇といった外部環境の影響は依然として大きく、
これらを主機関の販売価格へ十分に転嫁することは容易ではない状況が継続すると認識し
ております。このような課題に対応するため、主機関事業を補完する収益基盤の強化を重
要な施策と位置付け、部分品および修理工事の受注拡大に引き続き取り組むとともに、海
外市場への販路拡大を進めてまいります。あわせて、生産体制の最適化および既存設備の
有効活用を通じて稼働率の向上を図り、鋳物製品、機械加工品に加えて、潤滑油清浄装置
事業やBDF（バイオディーゼル燃料）製造販売事業といった新規事業の育成にも取り組ん
でまいります。
以上の取り組みを着実に推進することにより、来期の業績につきましては、売上高90

億円、営業利益20百万円、経常利益140百万円、当期純利益90百万円を計画しておりま
す。
また、中長期的な競争力の確保および持続的な成長の実現に向けて、次世代燃料エンジ

ンや低燃費型新機関の開発を継続的に進めるとともに、自動運航船の実用化に向けたシス
テム開発を推進し、社会課題の解決と企業価値の向上を両立させることで、当社ブランド
力の一層の強化を図ってまいります。
なお、来期の配当につきましては、現時点の不透明な経済環境や事業動向を総合的に勘

案したうえで、方針が決まり次第、速やかに開示する予定であります。
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② 設備投資の状況
当事業年度に実施しました設備投資総額はリースを含めて４億41百万円であります。
その主なものは、門型マシニングセンターオーバーホール93百万円、Ａ45架構等木型

55百万円、ＡＴ３３架構等木型43百万円、中港工場電気幹線等工事29百万円及び豊田工
場機関台改修工事25百万円であります。

（2）財産及び損益の状況
年 度

区 分
第125期
2022年度

第126期
2023年度

第127期
2024年度

第128期(当期)
2025年度

売 上 高 (百万円) 6,594 7,934 7,845 8,333

経 常 利 益 (百万円) 317 31 58 9

当 期 純 利 益 (百万円) 254 37 38 186

１株当たり当期純利益 (円) 192.42 28.19 28.46 139.04

総 資 産 (百万円) 12,701 13,831 14,035 18,217

純 資 産 (百万円) 8,111 8,967 8,959 10,962

（3）重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況
該当事項はありません。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況
該当事項はありません。
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（4）対処すべき課題
当社を取り巻く事業環境は、環境規制の強化、脱炭素社会への移行、船舶市場における

国際競争の激化など、大きな変化の局面を迎えております。このような状況のもと、当社は
中長期的な企業価値の向上を実現するため、以下の項目を重要な課題として認識し、その克
服に向けて継続的に取り組んでまいります。

①主機関分野における競争力強化と販売領域の拡大
主機関事業においては、国内市場における顧客ニーズを的確に捉えた製品提案力の強

化 やサービス体制の充実を図ることにより、国内シェアの回復および安定的な受注の確
保に努めるとともに、アジア圏を中心とした海外市場に向けた販売領域の拡大にも注力し
て まいります。

②環境負荷低減機関および省力化システムの開発推進
環境規制への対応および船舶の省人化・省エネルギー要請に応えるため、環境負荷低減

に資する次世代機関の研究開発を推進するとともに、運航効率向上や省力化を実現する各
種システムの開発・商品化に取り組んでまいります。

③品質システムの高度化と人材力の強化
当社製品に対する信頼確保の基盤である品質の維持・向上を図るため、品質マネジメン

トシステムの一層の高度化を進めるとともに、技術者・技能者の育成や技術伝承を通じて
管理力、技術力および技能の底上げに取り組んでまいります。

④プラント事業強化による収益基盤の安定
主機関事業に続く次なる事業の柱の確立を目指し、各種プラント事業の強化に取り組

ん でまいります。具体的には、主機関事業で培ってきた鋳造技術や加工・組立技術を活
かした各種鋳物製作、大型部品加工、開発・組立といった従来から手掛けている事業の競
争力強化を図るとともに、潤滑油清浄装置、業務用防音室、バイオディーゼル燃料製造販
売などの新規事業の育成にも注力してまいります。これらの取り組みにより、主機関事業
のみに依存しない事業ポートフォリオの構築を進め、収益基盤の安定化と事業成長の両立
を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお
願い申しあげます。
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（5）主要な事業内容（2026年３月31日現在）
一般貨客船・漁船用主機関、船内補助機関、動力・発電用各種ディーゼル機関の製造販売

及び修理を主たる事業とし、併せて、各種機械器具部品の設計、製造、修理、鋳造品、バイ
オディーゼル燃料の製造販売を行っております。

（6）主要な営業所及び工場並びに使用人の状況
① 主要な営業所及び工場（2026年３月31日現在）

本 社 東京都千代田区丸の内三丁目４番１号
センタービル 静岡県焼津市柳新屋670番地の６
中 港 工 場 静岡県焼津市中港四丁目３番１号
豊 田 工 場 静岡県焼津市柳新屋670番地
営 業 所 東京都千代田区、焼津市、今治市
出張所,連絡所 福岡市，塩竃市

② 使用人の状況（2026年３月31日現在）
使 用 人 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

283名 6名増 43.21歳 18.00年

（注） 使用人数は就業人員（常用パートを含む）であります。

（7）主要な借入先及び借入額（2026年３月31日現在）
借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 静 岡 銀 行 782百万円

株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 207 〃

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 206 〃

株 式 会 社 清 水 銀 行 107 〃

株 式 会 社 日 本 政 策 投 資 銀 行 40 〃

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 2 〃

（8）その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。
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2．株式会社の株式に関する事項
（1）株式の状況（2026年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 3,200,000株
② 発行済株式の総数 1,540,000株
③ 株主数 1,414名
④ 大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

ア カ サ カ 共 栄 会 123 千株 9.0 ％

DNB BANK ASA CLIENT ACCOUNT 97 〃 7.1 〃

東 京 ア カ サ カ 共 栄 会 74 〃 5.4 〃

株 式 会 社 静 岡 銀 行 64 〃 4.7 〃

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 64 〃 4.7 〃

赤 阪 治 恒 46 〃 3.3 〃

株式会社ジャパンエンジンコーポレーション 41 〃 3.0 〃

駿 南 鐵 工 株 式 会 社 35 〃 2.5 〃

赤 阪 雄 一 郎 28 〃 2.0 〃

株式会社日本カストディ銀行（信託 E口） 26 〃 1.9 〃

（注） 当社は、自己株式175千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は
自己株式を控除して計算しております。

（2）新株予約権等の状況
該当事項はありません。
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3．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の状況（2026年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長 阪 口 勝 彦
代 表 取 締 役 専 務 塚 本 義 之 執行役員管理本部長
常 務 取 締 役 渡 瀬 守 執行役員品質保証本部長
取 締 役 斉 藤 隆 夫 執行役員営業本部長
取 締 役 黒 田 透 執行役員技術本部長
取 締 役 赤 阪 治 恒

取 締 役 西 村 や す 子

司法書士法人つかさ代表社員
株式会社CREASTYLE代表取締役
株式会社CREAFARM代表取締役
株式会社ふじのくに物産代表取締役
伊藤ハム米久ホールディングス株式会社社外取締役
（監査等委員）

取 締 役 野 末 寿 一
静岡のぞみ法律特許事務所所長弁護士
レック株式会社社外取締役（監査等委員）
相川鉄工株式会社社外取締役
静岡鉄道株式会社社外監査役

常 勤 監 査 役 美 澤 啓 介
監 査 役 中 野 良 治
監 査 役 長 沢 芳 裕
（注）1．取締役西村やす子氏及び取締役野末寿一氏は、社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独

立役員であります。
2．監査役中野良治氏及び監査役長沢芳裕氏は、社外監査役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立

役員であります。
3．監査役長沢芳裕氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を

有しております。
4．監査役伊藤誠哉氏は、2025年6月27日開催の第127期定時株主総会終結の時をもって、任期満了に

より監査役を退任いたしました。
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5．当社は執行役員制度を導入しております。なお、取締役兼務者以外の執行役員は以下のとおりであり
ます。

氏 名 役 位
原 野 谷 昌 弘 上席執行役員製造本部長
杉 本 秀 基 執行役員製造本部副本部長
秋 山 正 治 執行役員営業本部副本部長
土 屋 聡 志 執行役員品質本部副本部長
清 水 隆 明 執行役員技術本部副本部長

（ご参考）取締役の専門性及び経験（スキルマトリックス）
氏名 企業経営 ガバナンス 技術 営業・マーケ

ティング 財務・会計 法務・リスク
マネジメント

阪口 勝彦 〇 〇 〇 〇

塚本 義之 〇 〇 〇 〇

渡瀬 守 〇

斉藤 隆夫 〇

黒田 透 ○

赤阪 治恒 〇

西村やす子 社外 〇

野末 寿一 社外 〇
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（2）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結

し、被保険者が負担することになる役員としての業務に起因して損害賠償請求がなされた場合に、
法律上の損害賠償責任を負うことによって被る役員の損害（損害賠償金や和解金、弁護士費用等
の争訟費用）、及び「言いがかり訴訟」や「いやがらせ訴訟」に巻き込まれ、法律上の損害賠償責
任が発生しない場合にも、防衛のために要した争訟費用を当該保険契約により補填することとし
ております。
当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社取締役及び監査役並びに当社が採用する執行役員制

度上の執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令

違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象になら
ないなど、一定の免責事由があります。
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（3）取締役及び監査役の報酬等
① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年３月９日開催の取締役会において、取締役の報酬等の内容に係る決定方針（以
下、決定方針）を決定しております。
決定方針の概要は以下のとおりです。
基本報酬（月例の固定金銭報酬）については取締役の役位に応じて設定される基準額に各事業年

度の業績見込み等を参考に決定いたします。
株式報酬（非金銭報酬）は、株式給付信託を採用しており、対象となる取締役に対して、取締役

会で定めた株式給付規程に従って役位に応じたポイントを付与し、ポイントの数に応じて、役員を
退任した時に当社株式を交付いたします。
取締役の個人別の報酬等は、取締役会において役員報酬に関する決議を行い出席取締役の承認の

もと代表取締役社長阪口勝彦に一任されて決定しております。委任内容は、役員報酬規程に沿って
役員報酬を定めることになります。
代表取締役に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を

行うには代表取締役が適しているからでありますが、取締役会は、代表取締役によって適切に報酬
が行使されるよう、報酬額決定の妥当性について、社外取締役に審議をいただいたうえで決定する
こととしております。当該措置により、恣意的な決定はなされずに各取締役の個人別の報酬額が決
定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
また、監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から月例の固定金銭報酬の

みで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定されております。

② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（人）基本報酬 非金銭報酬等

取 締 役
（うち社外取締役）

97
(6)

88
(6) 8 8

(2)
監 査 役
（うち社外監査役）

18
(7)

18
(7) ― 4

(3)
合 計 115 107 8 12

（注）1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役の報酬限度額は、1993年６月29日開催の第95期定時株主総会において月額18百万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締
役（社外取締役を除く。）の員数は10名です。

3．監査役の報酬限度額は、1993年６月29日開催の第95期定時株主総会において月額３百万円以内と決
議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名です。

4．当事業年度に計上した役員株式給付引当金繰入額８百万円は非金銭報酬等に記載しております。
5．取締役の株式報酬制度は、2018年６月27日開催の第120期定時株主総会において導入の決議いただ

いております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は６名です。
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（4）社外役員に関する事項
① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外役員の重要な兼職につきましては、「３．会社役員に関する事項（１）取締役及び
監査役の状況」に記載のとおりであります。

② 当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 主な活動状況

取締役 西 村 やす子

当事業年度開催の取締役会14回中14回出席しております。
出席した取締役会において、社外取締役として決議事項や報告

事項について適宜質問するとともに、会社経営者、司法書士とし
ての幅広い見地と経験から必要に応じて意見を述べております。

取締役 野 末 寿 一

当事業年度開催の取締役会14回中14回出席しております。
出席した取締役会において、社外取締役として決議事項や報告

事項について適宜質問するとともに、弁護士、他社の社外取締
役・監査役としての幅広い見地と経験から必要に応じて意見を述
べております。

監査役 中 野 良 治

当事業年度開催の取締役会14回中14回出席し、また当事業年
度開催の監査役会11回中11回出席しております。
出席した取締役会及び監査役会において、社外監査役として決

議事項や報告事項について適宜質問するとともに、主に技術の面
から必要に応じて意見を述べております。

監査役 長 沢 芳 裕

就任後開催の取締役会10回中10回出席し、また就任後開催の
監査役会7回中7回出席しております。
出席した取締役会及び監査役会において、社外監査役として決

議事項や報告事項について適宜質問するとともに、主に財務の面
から必要に応じて意見を述べております。

③ 責任限定契約の内容の概要
当社と社外役員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。

④ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要
業務執行者から独立した客観的な立場で取締役会に出席し、会社経営について意見を述

べ決議事項に参加及び取締役の報酬についての審議を行っております。
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4．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称 東陽監査法人

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 23百万円

当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 23百万円

（注）1．会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
当社監査役会は、取締役会、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を

通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠
等を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

2．当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監
査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の
額にはこれらの合計額を記載しております。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場

合に、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当すると認め

られる場合に、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人
を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
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5．会社の体制及び方針

１．業務の適正を確保するための体制及びその運用状況
当社は、取締役会において決定した会社法第362条第４項第６号に定める会社の業務の適正

を確保するための体制の整備に関する基本方針に基づき、内部統制システムを整備し運用して
おります。決定内容の概要は以下のとおりであります。

（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① 役員及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、且つ社会的責任及び企業倫理を

果たすため「企業行動憲章」(コンプライアンス・ポリシー) を定め、それを役員及び
従業員に周知徹底する。

② コンプライアンス担当役員を置き、またコンプライアンス担当部署を設置する。コンプ
ライアンス担当部署は、コンプライアンスマニュアルを作成し役員及び従業員に周知徹
底する。

③ 各本部は、それぞれの本部に関するコンプライアンスの管理を行い、各本部長は、各本
部のコンプライアンス責任者として、コンプライアンスの状況を必要に応じ取締役会に
報告する。尚、各本部に属さない部・室については、コンプライアンス責任者として所
管の担当役員がこれに充たる。

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報については、情報管理規程を作成し、その保存媒体に応じ

て適切且つ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。又、保存期間については規程に基づ
き必要に応じ期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持する。

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、担当役員を置き、同規程に従った

リスク管理体制を構築する。
② 各本部は、それぞれの本部に関するリスク管理を行い、各本部長は、各本部のリスク管

理責任者としてリスクの状況を必要に応じ取締役会に報告する。尚、各本部に属さない
部・室については、リスク管理責任者として所管の担当役員がこれに充たる。
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（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 収支計画及び予算計画に基づき、会社として達成すべき目標を明確にするとともに、取

締役ごとの業績目標を明確にする。
② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、取締

役会を月１回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に取締役会を開催し執行決定を行う
ものとする。

（5）使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
① コンプライアンス担当部署はコンプライアンス・プログラムを策定し、それを実施する

ことにより、役員及び従業員に対しコンプライアンスの知識を高め、尊重する意識を醸
成する。

② 執行部門から独立した組織として総合内部監査室にてコンプライアンス体制の浸透状況
をチェックする。

③ 法令違反その他のコンプライアンスに関する事実について社内報告体制として社内通報
システムを整備する。

④ 市民生活や企業活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を一切
遮断し、それらの活動を助長させたり、経済的利益を含む一切の利益を供与することに
荷担しないことにしている。

（6）株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた
めの体制
リスク管理規程に基づき、リスクの評価及び管理体制を適切に構築する。

（7）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項
監査役を補助すべき使用人として監査役は必要な人員を置くことができる。

（8）前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては事前に監査役の同意を

得るものとする。
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（9）取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
① 役員及び従業員は、会社に重大な損失を与える事項が発生、又は発生する恐れがあると

き、役員及び従業員による違法、又は不正な行為を発見したとき、その他監査役が報告
すべきものと定めた事項が生じたときは監査役に報告する。

② 前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて役員及び従業員に対して報告を求める
ことができる。

（10）その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 役員及び従業員は監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努

める。
② 監査役は代表取締役と随時意見交換を行い、又、総合内部監査室との連携を図り適切な

意思疎通及び効果的に監査業務の遂行を図るとともに取締役との相互牽制を図る。

（11）業務の適正を確保するための体制の運用状況
当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下

のとおりであります。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は14回開催され、取締役の職務執行の適法性を

確保しております。その他、監査役会は11回開催いたしました。
② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取

締役社長及び他の取締役、総合内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、
情報交換等の連携を図っております。

③ 総合内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行の監査、内部
統制監査を実施いたしました。

④ 静岡県企業防衛対策協議会事務局に加盟、連絡会等に出席し反社会的勢力に関する情報
の収集を行っております。
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２．株式会社の支配に関する基本方針
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は以下のとおりで

あります。

（１）基本方針の内容の概要
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の財務及び事業の内容や当社の

企業価値の源泉を十分に理解し、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に
確保、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主

全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株式の大
量取得行為であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するものであれば、これを
否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量取得行為の中には、その目的等から見て企業価値や株主共同

の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれが
あるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量取得行為の内容等について検討しある
いは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、
対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交
渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくあ
りません。
当社株式の大量取得行為を行う者が、当社の企業価値の源泉を理解したうえで、それを

中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値・株主共同の利益は毀
損されることになります。
当社は、このような当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大量取得行為を行う者

は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者に
よる大量取得行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価
値・株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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（２）基本方針の実現に資する特別な取組みの内容の概要
(a)中期経営計画による企業価値向上への取組みについて

当社は、舶用業界に押し寄せてきている環境規制をビジネスチャンスと位置づけ、環境
に配慮した技術を積極的に打ち出すことで、競合他社との差別化を図ってまいります。以
上の経営方針を実現するため、以下の施策に経営資源を重点的に投下することで企業価値
向上を図ります。
また、今後も従来と変わらず中長期観点から、株主に対する経営成果の還元と将来的な

成長力の確保に配慮し、適正な利益配分に努めてまいる所存であります。
① 営業戦略 …販売領域拡大と戦略的拡販、営業支援システム導入
② 技術開発 …ゼロエミッション機関の開発、自動運航対応技術の開発
③ 製造工場改革…脱炭素化に向けた製造体制構築、将来に向けた設備体制・

人員体制の構築
④ 業務改革 …生産効率の向上、人事政策、営業拠点の見直し
⑤ 事業の多柱化…防音室・防音床等船内環境製品の販売拡大、

エネルギー関連事業・成長分野への参入

(b)コーポレート・ガバナンス強化による企業価値向上の取組み
当社は、企業価値を継続的に増大し、経営の透明性・公平性を確保し、取締役会におけ

る監督機能の強化、意思決定の迅速化を図るために、2012年６月28日開催の第114期定
時株主総会より取締役の人員を８名以内とし、2012年７月１日より執行役員制度を導入
しております。また、2016年６月29日開催の第118期定時株主総会より独立性の高い社
外取締役を選任し、取締役会の監督機能の強化を図っております。
監査役会は、当社の業務内容を熟知する常勤監査役に加え、財務会計に秀でた知見を有

する社外監査役、そして製造業に欠かせない技術・製造・アフターサービスにおける経験
の豊富な社外監査役の合計３名で構成し、取締役の出席する主要な会議に同席して大所高
所からの見解を述べることで業務の適正化に貢献しております。
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（３）不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するため
の取組み
現時点で、当社は、当社の株式の大量取得を行うものに対して、これを防止するための

具体的な取組み（買収防衛策）を定めておりませんが、当社株式を大量に取得しようとす
る者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、当該大量取得行
為の是非を株主の皆様が適切に判断するための十分な情報及び検討のための時間を確保す
るよう努める等、会社法及び金融商品取引法等の関係法令に則り必要かつ相当な措置を講
じてまいります。
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貸 借 対 照 表
（2026年３月31日現在 ）

単位 千円（未満切捨）

資 産 の 部 負 債 の 部
１ 流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
そ の 他 の 流 動 資 産
貸 倒 引 当 金

２ 固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 及 び 運 搬 具
工 具 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
その他の無形固定資産

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
長 期 貸 付 金
長 期 前 払 費 用
長 期 預 金
前 払 年 金 費 用
そ の 他 の 投 資
貸 倒 引 当 金

8,331,950
1,037,647

93,680
1,101,831
1,867,224
149,880

3,272,983
747,553

5,950
57,482
△2,283

9,885,726
3,460,763
1,274,386
165,863
490,253
17,400

143,482
858,347
507,274

3,756
58,003
51,530
6,472

6,366,958
4,985,282

9,052
374

14,573
4,663

850,000
426,856
86,912

△10,756

１ 流 動 負 債 4,313,220
電 子 記 録 債 務 449,053
買 掛 金 1,323,369
短 期 借 入 金 174,980
社 債 （一 年 以 内 償 還 ) 20,000
長期借入金（一年以内返済) 332,625
リ ー ス 債 務 94,058
未 払 金 150,841
未 払 費 用 327,359
未 払 法 人 税 等 89,068
契 約 負 債 1,027,973
賞 与 引 当 金 148,300
製 品 保 証 引 当 金 114,587
受 注 損 失 引 当 金 45,693
そ の 他 の 流 動 負 債 15,311

２ 固 定 負 債 2,942,308
社 債 80,000
長 期 借 入 金 838,807
リ ー ス 債 務 447,155
退 職 給 付 引 当 金 18,590
役 員 株 式 給 付 引 当 金 44,110
執行役員退職慰労引当金 3,937
繰 延 税 金 負 債 1,400,548
そ の 他 の 固 定 負 債 109,158

負 債 の 部 計 7,255,528

純 資 産 の 部
１ 株 主 資 本 7,920,132
資 本 金 1,510,000
資 本 剰 余 金 926,934

資 本 準 備 金 926,345
そ の 他 資 本 剰 余 金 588

利 益 剰 余 金 5,891,263
利 益 準 備 金 377,500
そ の 他 利 益 剰 余 金 5,513,763

固定資産圧縮積立金 43,790
別 途 積 立 金 3,930,030
繰 越 利 益 剰 余 金 1,539,941

自 己 株 式 △408,065
２ 評価・換算差額等 3,042,014

その他有価証券評価差額金 3,042,014
純 資 産 の 部 計 10,962,147

資 産 の 部 合 計 18,217,676 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計 18,217,676
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損 益 計 算 書

[2025年４月１日から ]2026年３月31日まで
単位 千円（未満切捨）

科 目 金 額
売 上 高 8,333,678
売 上 原 価 7,005,195

売 上 総 利 益 1,328,482
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 1,516,820

営 業 損 失 188,338
営 業 外 収 益

受 取 利 息 4,548
受 取 配 当 金 84,151
助 成 金 収 入 82,769
補 助 金 収 入 36,068
そ の 他 19,979 227,516

営 業 外 費 用
支 払 利 息 28,666
そ の 他 1,150 29,816
経 常 利 益 9,361

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 215,549 215,549

税 引 前 当 期 純 利 益 224,910
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 87,223
法 人 税 等 調 整 額 △48,433 38,790
当 期 純 利 益 186,119
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株主資本等変動計算書

[2025年４月１日から ]2026年３月31日まで
単位 千円（未満切捨）

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 そ の 他
資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金
合 計 利益準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金
固 定 資 産
圧 縮 積 立 金 別途積立金

当 期 首 残 高 1,510,000 926,345 611 926,957 377,500 48,917 3,930,030
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当
当 期 純 利 益
固定資産圧縮積立金の取崩 △5,126
自 己 株 式 の 取 得
譲渡制限付株式報酬 △23 △23
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 中 の
変 動 額 （純 額）

当 期 変 動 額 合 計 ― ― △23 △23 ― △5,126 ―
当 期 末 残 高 1,510,000 926,345 588 926,934 377,500 43,790 3,930,030

株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純資産合計
利益剰余金

自 己 株 式 株主資本合計
そ の 他

有 価 証 券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

そ の 他
利 益 剰 余 金 利益剰余金

合 計繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 1,389,644 5,746,092 △406,497 7,776,552 1,182,801 1,182,801 8,959,354
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 △40,949 △40,949 △40,949 △40,949
当 期 純 利 益 186,119 186,119 186,119 186,119
固定資産圧縮積立金の取崩 5,126 ― ― ―
自 己 株 式 の 取 得 △1,067 △1,067 △1,067
譲渡制限付株式報酬 △500 △523 △523
株 主 資 本 以 外 の
項 目 の 当 期 中 の
変 動 額 （純 額)

1,859,213 1,859,213 1,859,213

当 期 変 動 額 合 計 150,297 145,170 △1,567 143,580 1,859,213 1,859,213 2,002,793
当 期 末 残 高 1,539,941 5,891,263 △408,065 7,920,132 3,042,014 3,042,014 10,962,147
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個 別 注 記 表
1．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1）資産の評価基準及び評価方法

① その他有価証券
・市場価格のない株式等
以外のもの

時価法（評価差額金は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
② 関連会社株式 移動平均法による原価法
③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
・製品、仕掛品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）
・原材料、貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）
（2）固定資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産
( リ ー ス 資 産 を 除 く )

定率法（ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額
法）

② リ ー ス 資 産 リース期間定額法（リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額
法）

③ 無 形 固 定 資 産 定額法（自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間に基
づいております。）

（3）引当金の計上基準
① 貸 倒 引 当 金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収
不能見込額を計上しております。

② 賞 与 引 当 金 従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき
額を計上しております。

③ 製 品 保 証 引 当 金 売上製品の保証費用に充当するため、個別に見積ることができる費用につい
ては当該費用を、その他については個別費用を除いた金額を実績基準により
引当計上しております。

④ 受 注 損 失 引 当 金 受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末に受注が確定してい
る案件のうち、受注に伴って発生する損失が確実視され、かつその金額を合
理的に見積もることができる場合には、翌事業年度以降に発生が見込まれる
額を引当計上しております。
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⑤ 退 職 給 付 引 当 金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる
額を計上しております。
1.退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間

に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
2.数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌事業年度から費用処理することとしております。
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（10年）による定額法により費用処理をしています。
⑥ 役 員 株 式 給 付 引 当 金 役員株式給付規程に基づく当社の取締役（社外取締役は含みません。）に対

する将来の当社株式の交付に備えるため、当事業年度末における株式給付債
務の見込額を計上しております。

⑦ 執行役員退職慰労引当金 執行役員に対する退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給
額を計上しております。

（4）収益及び費用の計上基準
①舶用内燃機関の販売
当社は、顧客との販売契約に基づき舶用内燃機関の設計・製作及び納入・据付を行う義務を負っておりま

す。
舶用内燃機関の納入・据付にあたっては、当社は指導員の派遣を行うのみであることから、契約の観点か

ら別個のものであると判断し、加えて重要性が乏しいことから独立した履行義務として識別しておりませ
ん。
製品の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場

合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項を適用し出荷時に収益を認識しております。一部、
海外の顧客への販売については、製品の船積時に収益を認識しております。
②部分品販売及び修理工事、並びに他社製品の鋳物部品の製作及び機械加工
当社は内燃機関関連事業として、顧客との販売契約に基づき製品を引き渡す義務を負っております。
製品の販売において、出荷時から当該製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場

合には、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項を適用し出荷時に収益を認識しております。一部、
海外の顧客への販売については、製品の船積時に収益を認識しております。
また、事後的に顧客から受け取る対価の総額に減少が生じる取引に関しては、顧客への財又はサービスの

提供時に取引の対価の変動部分の額を見積り、認識した収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に
限り取引価格に含めております。
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（5）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を充たしている為

替予約については振当処理に、特例処理の要件を充たしている金利スワップ
については、特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…金利スワップ、為替予約
ヘッジ対象…借入金に係る金利変動リスク、外貨建金銭債権リスク

③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク及び外貨建金銭債権の為替相場の変動リスクをヘッ
ジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ
ヘッジ開始時及びその後も継続して、相場変動又はキャッシュ･フロー変動
を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判定
は省略しております。

2．表示方法の変更に関する注記
（損益計算書）
前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めておりました「助成金収入」は、金額的重要性が

増したため当事業年度において独立掲記しております。

3．会計上の見積りに関する注記
① 製品保証引当金

貸借対照表の製品保証引当金は、114,587千円を計上しております。
製品保証費用を個別に見積もる案件としては、当社は生じた不具合の中から、質的・量的重要性を考慮

し、社内規定に基づき選定しております。その上で、案件毎に、過去の修理費用の実績や対応に係る期間、
瑕疵の負担割合等を考慮して、将来の費用のうち、当社が負担すると合理的に見込まれる金額を見積もって
おります。
当該見積りは、案件毎の対策の収束見込時期の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生

した費用の時期及び金額が見積り額と異なった場合、翌事業年度の損益に重要な影響を与える可能性があり
ます。
なお、個別に見積もることができる費用として引当計上したもの以外の金額については、製品保証の対象

となる売上高に過去の実績率を乗じて算定しております。
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② 受注損失引当金
貸借対照表の受注損失引当金は、45,693千円を計上しております。
舶用内燃機関の受注案件において、当該製品の製造及び販売に関して、当事業年度末時点で、発生が確実

に見込まれる製造原価及び販売直接費を合理的に見積もって、これらが受注した売上予測額を超える場合
に、受注損失引当金を計上しております。
当該見積りには、機関毎の性能や仕様の違いに応じた見積りが必要となります。また、製造原価の重要な

構成要素である原材料費や、工数に応じて配分される関連部署の加工費（直接労務費と製造間接費）の見積
りに際しては、過去の実績を基礎とした一定の仮定を置いております。この重要な仮定は、将来の不確実な
事象による影響を受けるため、実際に発生した金額が見積り額と異なった場合、翌事業年度の損益に重要な
影響を与える可能性があります。

③ 製品・仕掛品の評価
貸借対照表に製品は149,880千円、仕掛品は3,272,983千円を計上しております。
上記のうち、舶用内燃機関に係る製品及び仕掛品が合計1,542,694千円含まれております。
「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記（1）資産の評価基準及び評価方法③棚卸資産の評価基準及

び評価方法」に記載のとおり、仕掛品の貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定しており、期末における正味売却価額が仕掛品原価等を下回った場合には、正味売却価額をもって貸借対
照表価額としております。
収益性の低下に基づく簿価切下げの検討に当たり、期末時点の仕掛品原価と出荷先（国内出荷又は海外出

荷）に応じて見積った販売直接費を集計し、契約受注額から仕掛品原価及び販売直接費の見積額を控除した
赤字額を、仕掛品評価損として売上原価に計上しております。当事業年度に、舶用内燃機関に係る製品及び
仕掛品について、合計171,940千円の評価損を売上原価に計上しております。
当該見積りに際しては過去の実績を基礎とした一定の仮定を置いておりますが、それらの見積りには将来

の不確実性が含まれており、実際に発生した金額が見積り額と異なった場合、翌事業年度の損益に重要な影
響を与える可能性があります。

④ 繰延税金資産
貸借対照表の繰延税金資産は、166,599千円（繰延税金負債と相殺前の金額）を計上しております。
当社は収益力に基づく一時差異等加減算前課税所得等に基づいて、繰延税金資産の回収可能性を判断して

おります。当該回収可能性の判断は、事業計画に基づく将来事業年度の課税所得の見積りを前提としており
ます。
当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した

課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌年度の損益に重要な影響を与える可能性があります。
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4．追加情報
（取締役に対する株式給付信託（BBT））
当社は、2018年６月27日開催の第120期定時株主総会決議に基づき、取締役の中長期的な業績の向上と企

業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」を導入してお
ります。
（1）取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役に対して、当社が定
める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭が本信託を通じて給
付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時と
なります。また、社外取締役及び監査役は、本制度の対象外となります。
（2）信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株
式として計上しております。当事業年度末における当該自己株式の帳簿価額は56,286千円、株式数は26千株
となります。また、１株当たり情報の算定上、控除する自己株式に含めております。

5．貸借対照表に関する注記
（1）担保に供している資産

建 物 1,188,050千円
土 地 488,702千円
投資有価証券 441,494千円

計 2,118,247千円
担保付債務
長 期 借 入 金（１年以内返済分含む） 1,128,932千円

（2）有形固定資産の減価償却累計額 16,029,274千円
（3）関係会社に対する金銭債権債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 499千円
短期金銭債務 71,516千円

6．損益計算書に関する注記
関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高

営 業 取 引 （売 上 高） 16,687千円
営 業 取 引 （仕 入 高） 344,251千円
営 業 取 引 （そ の 他） 13,596千円
営業取引以外の取引（雑収入） 28千円
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7．株主資本等変動計算書に関する注記
（1）発行済株式の総数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 1,540,000株 ー 株 ー 株 1,540,000株

（2）自己株式の数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 201,129株 572株 ー 株 201,701株
（注）１．普通株式の自己株式には、「株式給付信託（ＢＢＴ）」制度の導入に伴い、株式会社日本カストディ

銀行（信託Ｅ口）が保有する当社株式26,100株が含まれております。
２．普通株式の自己株式数の増加572株は単元未満株式の買取り他によるものであります。

（3）剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

2025年６月27日開催の第127期定時株主総会決議による配当に関する事項
・配当金の総額 40,949千円
・１株当たり配当金額 30円
・基 準 日 2025年３月31日
・効 力 発 生 日 2025年６月30日

（注）2025年６月27日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する
当社株式に対する配当金783千円が含まれております。

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの
2026年６月26日開催の第128期定時株主総会において次のとおり付議いたします。
・配 当 金 の 総 額 40,931千円
・１株当たり配当金額 30円
・基 準 日 2026年３月31日
・効 力 発 生 日 2026年６月29日
・配 当 の 原 資 利益剰余金

（注）2026年６月26日開催の定時株主総会決議による配当金の総額には、株式給付信託（BBT）が保有する
当社株式に対する配当金783千円が含まれております。
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8．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
仕 掛 品 評 価 損 否 認 額 100,450千円
未 払 事 業 税 10,347千円
製 品 保 証 引 当 金 35,808千円
賞 与 引 当 金 46,343千円
受 注 損 失 引 当 金 14,279千円
退 職 給 付 引 当 金 41,783千円
貸 倒 引 当 金 超 過 額 4,074千円
役 員 株 式 給 付 引 当 金 13,784千円
執行役員退職慰労引当金 1,230千円
長 期 未 払 金 4,859千円
そ の 他 23,314千円

小 計 296,277千円
評 価 性 引 当 額 △129,678千円

計 166,599千円

繰延税金負債
前 払 年 金 費 用 △169,366千円
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 △19,904千円
その他有価証券評価差額金 △1,372,867千円
そ の 他 △5,008千円

計 △1,567,148千円

繰 延 税 金 負 債 の 純 額 △1,400,548千円
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9．金融商品に関する注記
１）金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針

当社は、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的
な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、又、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。
デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針でありま
す。
（2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
長期預金は、取引先金融機関の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが６ヶ月以内の支払期日でありま

す。
借入金、社債及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的と

したものであり、償還日は最長で決算日後８年であります。
デリバティブ取引は、外貨建金銭債権の為替相場の変動リスクに対するヘッジを目的とした為替予約取引

であります。（当事業年度末に該当する取引はありません。）なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ
対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
「（5）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
（3）金融商品に係るリスク管理体制

① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、営業管理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタ

リングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期
把握や軽減を図っております。
長期預金・デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信

用リスクはほとんどないと認識しております。
② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
当社は、借入金に係る支払金利の変動リスクを抑制するために、金利スワップ取引を利用しておりま

す。又、外貨建金銭債権の為替変動リスクを抑制するために為替予約取引を利用しております。
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、又、市況や取

引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
（4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が
含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す
ることにより、当該価額が変動することがあります。
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２）金融商品の時価等に関する事項
2026年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。
なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注）を参照ください。）。また、現金は注

記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、売掛金、支払手形、電子記録債務、買掛金及び短期借
入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：千円）
貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券 4,945,222 4,945,222 ―
長期預金 850,000 779,732 △70,267

資産計 5,795,222 5,724,955 △70,267
社債
（1年以内償還予定を含む） 100,000 100,000 ―
長期借入金
（1年以内返済予定を含む） 1,171,432 1,154,897 △16,534
リース債務
（1年以内返済予定を含む） 541,213 508,710 △32,502

負債計 1,812,645 1,763,607 △49,037
(注)市場価格のない株式等

区分 貸借対照表計上額（千円）

非 上 場 株 式 40,060

これらについては、「投資有価証券」には含めておりません。

３）金融商品の時価の適切な区分ごとの内容等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価
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① 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

上場株式 4,945,222 ー ― 4,945,222

資産計 4,945,222 ― ― 4,945,222

② 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債
（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期預金 ― 779,732 ― 779,732

資産計 ― 779,732 ― 779,732
社債
（1年以内償還予定を含む） ― 100,000 ― 100,000
長期借入金
（1年以内返済予定を含む） ― 1,154,897 ― 1,154,897
リース債務
（1年以内返済予定を含む） ― 508,710 ― 508,710

負債計 ― 1,763,607 ― 1,763,607

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価

をレベル１の時価に分類しております。

長期預金
長期預金は、デリバティブ内包型預金（マルチコーラブル預金）であり、その時価は取引金融機関から提

示された価格によっており、レベル２の時価に分類しております。
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を

基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金及びリース債務
これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現

在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しております。
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10．賃貸等不動産に関する注記
（1）賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、静岡県焼津市において、賃貸用不動産（土地含む）を有しております。
当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は52,013千円（主な賃貸収益は売上高に、主な

賃貸費用は売上原価に計上）であります。
（2）賃貸等不動産の時価に関する事項

当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は以下のとおりであります。
（単位：千円）

貸借対照表計上額
当事業年度末の時価

当事業年度期首残高 当事業年度増減額 当事業年度末残高

339,852 △6,075 333,776 710,800

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２．期末の時価は、自社で合理的に算定した価額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）でありま

す。

11．持分法損益等に関する注記
（1）関連会社に関する事項

関連会社に対する投資の金額 9,052千円
持分法を適用した場合の投資の金額 62,203千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額 2,540千円

（2）開示対象特別目的会社に関する事項
当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

12．関連当事者との取引に関する注記
・関連会社等
重要性がないため、記載を省略しております。

13．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 8,191円10銭
（2）１株当たり当期純利益 139円04銭

(注)株主資本において自己株式として計上されている「株式給付信託(BBT）」が保有する、当社株式を「１株
当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益」の算定上、期末株式数の計算において控除する自己株式
数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

14．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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15．収益認識に関する注記
（1）顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)
内燃機関関連
舶用内燃機関 2,537,800
部分品及び修理工事 4,545,772
その他 1,182,684

顧客との契約から生じる収益 8,266,256
その他の収益（注） 67,421
外部顧客への売上高 8,333,678
(注) 「その他の収益」は不動産等の賃貸による収益であります。

(2)顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 「(4)収益及び費用

の計上基準」に記載のとおりであります。

（3）当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約負債の残高等

(単位：千円)
当事業年度（期首）
(2025年4月1日)

当事業年度
（2026年3月31日）

顧客との契約から生じた債権
受取手形 294,397 93,680
電子記録債権 525,184 1,101,831
売掛金 1,950,248 1,867,224

契約負債 288,436 1,027,973
契約負債は、契約に基づく履行に先立って受領した前受金であり、契約に基づき履行した時点で収益に

振替えられます。
当事業年度に認識した収益のうち、期首時点の契約負債に含まれていた金額は288,436千円でありま

す。

② 残存履行義務に配分した取引価格
当社においては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を使用し、

残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に取引価
格に含まれていない重要な金額はありません。
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計算書類に係る会計監査報告書

独立監査人の監査報告書
2026年５月15日

株式会社 赤 阪 鐵 工 所
取 締 役 会 御 中

東 陽 監 査 法 人
名古屋事務所

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 桐 山 武 志
指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 橋 本 健太郎

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社赤阪鐵工所の2025年４月１日か

ら2026年３月31日までの第128期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等
変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠

して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規
定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し

開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は

その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その

他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その

事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作

成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する

ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要

な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業

的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し
た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し

た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守

したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第128期事業年度における取締役の職務の執
行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本
監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を

受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明
を求めました。

(2)各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、電話回
線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意
思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしま
した。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び
財産の状況を調査いたしました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び
第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについ
ては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、
会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号
に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知
を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益
計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

2026年05月20日 16時32分 $FOLDER; 45ページ （Tess 1.50(64) 20260319_01）



46

2．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認め
ます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められま
せん。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制シス
テムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま
せん。

④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方
針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118
条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうもので
はなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年５月18日

株 式 会 社 赤 阪 鐵 工 所 監 査 役 会
常勤監査役 美 澤 啓 介 ㊞
社外監査役 中 野 良 治 ㊞
社外監査役 長 沢 芳 裕 ㊞

以 上
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定時株主総会会場ご案内図

会 場 静岡県焼津市柳新屋670番地の６ 赤阪鐵工所センタービル３階
お問い合わせ先 電話（054）685−6081

ＪＲ東海 西焼津駅南口下車 徒歩８分
お車でお越しの際は、県道大富藤枝線沿いの西門よりお入りください。
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